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一
三
一
一
一
一
年
（
法
文
①
～
⑩
）
（
以
ｔ
「
専
修
法
学
論
集
」
第
五
九

Ｍ
石
［
一
九
九
三
年
九
Ⅱ
］
）

一
一
一
一
二
四
年
（
法
文
⑪
～
⑳
）
（
以
上
同
六
○
号
［
一
九
九
四
年

三
川
］
）

一
一
一
一
一
二
五
年
一
月
～
一
○
月
（
法
文
⑳
～
⑫
）
（
以
上
何
六
一
口
万

□
九
九
Ⅲ
年
七
Ⅱ
ご

川
一
一
一
一
五
年
一
一
月
～
三
一
六
年
（
法
文
⑬
～
⑮
）
（
以
上
何
六

一
一
一
サ
［
一
九
九
五
年
三
川
］
）

パ
ー
一
一
一
七
年
～
三
一
九
年
一
一
一
月
（
法
文
⑯
～
⑳
）
（
以
上
「
立
教

法
学
」
第
四
一
一
一
号
［
一
九
九
六
年
二
Ⅱ
］
）

六
一
一
一
一
九
年
山
川
～
七
Ⅱ
（
法
文
⑳
～
⑯
）
（
以
上
Ｍ
川
八
号

□
九
九
六
年
九
月
］
）

七
一
一
二
九
年
七
月
～
一
○
Ⅱ
（
法
文
⑭
～
⑰
）
（
以
上
Ｍ
川
七
ｍ
万

法
政
史
学
第
七
十
号

〈
史
料
紹
介
〉

テ
オ
ド
シ
ウ
ス
法
典
（
Ｏ
・
冒
二
の
＆
・
の
三
の
）
（
一
八
）□
九
九
七
年
七
川
三

八
三
一
九
年
一
一
Ⅱ
～
一
一
三
○
年
一
一
月
（
法
文
⑩
～
⑪
）
（
以

上
同
五
○
ｎ
万
［
一
九
九
八
年
七
月
二

九
一
二
一
一
○
年
一
一
Ⅱ
～
一
一
一
二
一
年
一
Ⅱ
（
法
文
⑭
～
⑪
）
（
以
上

川
五
一
一
一
号
［
一
九
九
九
年
七
月
］
）

一
○
一
一
一
二
一
年
二
川
～
八
Ⅱ
（
法
文
⑪
～
⑩
）
（
以
上
同
几
六
サ

［
二
○
○
○
年
八
月
］
）

一
一
一
一
一
二
一
年
八
Ⅱ
～
三
一
一
一
一
一
年
川
Ⅱ
（
法
文
⑥
～
⑯
）
（
以
ｔ

Ⅲ
汎
八
サ
［
一
一
○
○
一
年
七
Ⅱ
］
）

一
二
三
一
一
三
年
五
月
～
一
一
三
九
年
」
ハ
月
（
法
文
⑰
～
⑳
）
（
以
卜

「
法
政
史
学
」
第
九
七
Ⅱ
ゲ
［
一
一
○
○
一
一
年
一
一
一
Ⅱ
］
）

一
一
二
一
一
三
五
年
六
Ｍ
～
一
二
二
六
年
一
一
一
Ⅱ
（
法
文
⑳
～
⑳
）
（
以
化

何
五
九
号
［
一
一
○
○
一
一
一
年
三
Ⅱ
］
）

テ
オ
ド
シ
ウ
ス
法
典
研
究
会

（
代
表
後
藤
篤
子
）

七
一

一
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（
１
）

［
同
（
Ⅱ
コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ー
ヌ
ス
）
帝
が
］

だ
れ
で
あ
れ
、
本
法
以
後
、
奴
隷
と
の
共
棲
に
身
を
投
じ
た
女

（
２
）

（
３
）

は
、
た
と
え
警
告
を
通
じ
て
戒
め
ら
れ
て
い
な
く
て
ｊ
、
、
古
法
が
規

定
し
て
い
た
よ
う
に
自
由
の
身
分
を
失
う
べ
き
で
あ
る
。

バ
ッ
ス
ス
と
ア
ブ
ラ
ー
ビ
ウ
ス
が
コ
ー
ン
ス
ル
の
年
の
一
○
月
六

日
に
付
与
す
。

⑳
第
Ⅲ
巻
第
一
二
章
第
四
法
文

（
承
前
）

四
一
一
一
二
六
年
一
一
一
川
～
七
月
（
法
文
⑳
～
⑳
）
（
以
上
何
六
二
向
け

［
二
○
○
Ｎ
年
九
Ⅱ
己

五
一
一
一
一
一
六
年
八
Ⅱ
～
一
一
一
一
一
七
年
一
二
月
（
法
文
⑳
～
⑳
）
（
以
止

Ｍ
六
四
牙
［
一
一
○
○
五
年
几
Ⅱ
］
）

六
一
一
一
一
一
七
年
四
月
～
一
二
一
一
九
年
一
一
月
（
法
文
⑳
～
⑳
）
（
以

上
Ⅲ
六
六
サ
［
一
一
○
○
六
年
几
Ⅱ
］
）

七
一
一
一
一
一
一
○
年
一
一
月
～
一
一
一
一
一
一
一
年
八
月
（
法
文
⑳
～
⑳
）
（
以
上

Ｍ
六
人
ザ
［
一
一
○
○
七
年
几
Ⅱ
］
）

八
三
一
一
一
一
年
一
○
〃
～
一
一
一
一
一
一
一
二
年
四
月
（
法
文
⑳
～
⑯
）
（
以

上
本
誌
）

テ
ォ
ド
シ
ウ
ス
法
典
（
ｏ
Ｃ
ｑ
①
×
弓
冨
Ｃ
Ｑ
Ｃ
島
目
⑭
）
（
一
八
）
（
後
藤
）

（
１
）
本
法
文
は
言
曰
目
。
を
欠
い
て
お
り
、
二
。
日
日
の
①
Ｐ
＆
ず
」
・
は

発
布
者
を
補
っ
て
い
る
。

（
２
）
弓
自
己
畳
○
・
本
法
典
第
Ⅲ
巻
節
一
一
一
章
の
タ
イ
ト
ル
（
「
ク
ラ
ウ

デ
ィ
ウ
ス
元
老
院
決
議
に
つ
い
て
」
）
に
あ
る
元
老
院
決
議
（
紀
元

五
一
一
年
）
は
、
奴
隷
主
の
意
思
に
反
し
て
、
し
か
も
奴
隷
主
か
ら
の

欝
什
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
奴
隷
と
の
共
棲
を
続
け
た
ロ
ー
マ
巾
此
の

女
性
は
、
奴
隷
と
な
っ
て
財
産
と
自
由
を
失
う
こ
と
を
定
め
て
い
た

（
。
｛
・
蚕
の
ｇ
Ｄ
Ｂ
ａ
》
言
ミ
ニ
》
、
ミ
ミ
ミ
ニ
（
法
文
⑰
註
（
３
）
所
引
）
》

□
・
遷
呼
の
昌
の
．
（
言
ミ
ミ
ご
蔦
⑫
』
と
」
》
］
』
き
・
法
文
⑯
註
（
１
）
、
法

文
⑭
註
（
７
）
も
参
照
）
。
本
法
文
の
意
義
は
、
弓
削
達
「
テ
オ
ド

シ
ゥ
ス
法
典
に
お
け
る
奴
隷
立
法
」
「
ロ
ー
マ
帝
川
の
川
家
と
社
会
」

（
法
文
⑯
註
（
１
）
所
引
）
三
二
一
一
一
～
一
一
一
二
四
頁
に
よ
れ
ば
、
以
下

の
よ
う
に
解
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
法
文
は
、
こ
の
元
老
院
決
議

の
適
用
対
象
を
ロ
ー
マ
巾
氏
女
性
に
限
ら
ず
全
、
川
人
女
性
に
拡
大

す
る
と
と
も
に
（
こ
の
拡
大
は
帝
国
内
の
全
日
山
人
に
ロ
ー
マ
市
民

権
を
与
え
た
「
ア
ン
ト
ー
ニ
ー
ヌ
ス
勅
法
」
の
必
然
的
結
果
に
す
ぎ

な
い
が
、
適
用
対
象
が
実
質
的
に
拡
人
さ
れ
た
こ
と
に
変
わ
り
は
な

い
と
さ
れ
る
）
、
奴
隷
主
か
ら
の
弊
告
を
除
外
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

、
山
人
女
性
に
対
す
る
峻
厳
さ
を
珈
加
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

な
お
、
奴
隷
と
の
共
棲
に
よ
っ
て
日
山
人
女
性
は
ｎ
ｍ
身
分
を
失

う
と
す
る
本
法
文
に
よ
っ
て
、
川
行
奴
隷
の
糞
に
関
す
る
本
巻
本
章

第
三
法
文
（
法
文
⑭
）
が
修
正
さ
れ
た
の
か
否
か
が
争
わ
れ
て
お

り
、
］
・
口
・
の
日
弓
の
は
、
本
法
文
が
廃
止
し
た
の
は
私
人
た
る
奴
隷

七
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⑳
第
一
巻
第
五
章
第
三
法
文

（
１
）

何
（
Ⅱ
コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ー
ヌ
ス
）
帝
が
道
長
官
バ
ッ
ス
ス
に

〈
宣
示
す
〉
・

プ
ラ
エ
セ
ス

州
総
督
ま
た
は
他
の
何
ら
か
の
裁
判
官
に
よ
っ
て
一
一
一
一
口
い
渡
さ
れ
た

判
決
が
無
効
と
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
者
た
ち
に
関
し
て
、
次
の

よ
う
な
制
約
の
下
で
貴
官
の
審
理
が
行
わ
れ
る
べ
き
こ
と
。
す
な
わ

（
２
）

十
つ
、
訴
訟
の
本
質
的
部
分
が
完
全
に
終
了
し
て
お
り
、
判
決
が
明
ら

か
に
法
と
正
義
か
ら
か
け
離
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
と

主
の
奴
隷
に
関
す
る
と
さ
れ
る
本
巻
本
章
第
二
法
文
（
法
文
⑰
）
の

み
で
あ
っ
て
、
コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ヌ
ス
帝
は
警
告
な
し
に
直
ち

に
女
性
を
奴
隷
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
私
人
た
る
奴
隷
主
の
権
利
を

保
護
し
た
と
解
し
て
い
る
が
、
同
帝
が
一
七
年
間
に
渡
っ
て
発
布
し

た
同
じ
主
題
に
関
す
る
四
つ
の
相
異
な
る
矛
盾
す
る
勅
法
（
第
囚
巻

第
一
二
章
第
一
法
文
（
法
文
⑯
）
か
ら
第
四
法
文
（
本
法
文
）
ま

で
）
は
混
乱
を
増
加
さ
せ
た
に
過
ぎ
な
い
、
と
も
述
べ
て
い
る
。
ｑ
・

］
・
雪
自
切
の
弓
宣
旨
ミ
ミ
ョ
ミ
官
憲
冒
冒
』
ミ
ミ
ミ
唇
（
法
文
⑭
註

（
７
）
所
引
）
・
弓
・
・
ヨ
ー
凹
孟
．

（
３
）
紀
元
五
二
年
発
布
の
「
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ウ
ス
元
老
院
決
議
」
（
本
法

文
註
（
２
）
参
照
）
を
指
す
と
解
さ
れ
る
。

法
政
史
学
第
七
十
号

き
に
く
の
み
〉
、
そ
の
判
決
は
完
全
に
退
け
ら
れ
、
係
争
は
衡
平
さ

に
基
づ
い
て
決
着
を
得
る
べ
し
。
し
か
し
、
も
し
既
に
下
さ
れ
た
判

決
が
諸
法
に
適
っ
て
い
る
の
な
ら
、
そ
の
言
い
渡
し
に
対
し
不
遜
に

も
攻
撃
を
し
た
者
は
、
資
産
が
潤
沢
で
あ
る
場
合
、
二
年
間
の
島
へ

（
３
）

の
追
放
に
よ
っ
て
罰
せ
ら
れ
、
そ
の
者
の
財
産
の
半
分
は
国
庫
の
便

益
に
充
て
ら
れ
没
収
さ
る
く
し
。
他
方
、
田
野
暮
ら
し
の
者
あ
る
い

は
困
窮
し
た
暮
ら
し
の
者
で
あ
る
場
合
、
そ
の
者
は
二
年
間
鉱
山
に

（
４
）

放
逐
さ
れ
る
べ
き
こ
と
。
汝
は
、
我
等
の
覚
書
に
対
し
て
も
、
判
決

後
の
再
度
の
審
理
に
関
す
る
こ
の
法
を
遵
守
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

バ
ッ
ス
ス
と
ア
ブ
ラ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
が
コ
ー
ン
ス
ル
の
年
の
一
○
月

二
○
日
に
付
与
す
。

（
１
）
国
、
ｍ
の
口
の
・
の
。
〔
ず
。
可
①
口
巨
の
》
且
骨
・
中
・
丘
の
①
の
、
屍
）
宛
侭
房
『
⑤
苫
》
ロ
・
澤
⑭
登

弔
閂
島
田
・
］
》
ｂ
・
］
、
←
（
旨
ロ
旨
の
因
四
ｍ
の
口
の
］
←
）
一
因
日
ロ
①
の
）
」
ニ
ベ
ミ
向
冒
甘
言
）
ｂ
・

］
忠
の
い
ず
れ
も
、
こ
の
人
物
を
一
一
一
一
八
～
一
一
一
三
一
年
に
道
長
官
、

一
二
三
一
年
に
コ
ー
ン
ス
ル
を
務
め
た
ユ
ー
ニ
ウ
ス
Ⅱ
バ
ッ
ス
ス
と
す

る
。
な
お
、
こ
の
人
物
に
つ
い
て
は
、
法
文
⑳
註
（
ｌ
）
も
参
照
。

（
２
）
言
の
日
目
の
、
○
三
・
三
の
日
四
と
い
う
用
語
は
法
文
⑭
に
も
現
れ
る
が

（
同
法
文
註
（
３
）
参
照
）
、
法
文
⑭
が
財
産
の
所
有
権
に
関
わ
る
訴

訟
を
扱
う
の
に
対
し
、
本
法
文
は
第
一
審
で
言
い
渡
さ
れ
た
判
決
に

対
す
る
異
議
申
立
・
上
訴
を
扱
っ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
「
訴
訟
の

本
質
的
部
分
」
と
訳
出
し
た
こ
の
三
の
日
山
口
①
、
○
三
は
、
同
じ
問
題

七
四
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同
（
Ⅱ
コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ヌ
ス
）
帝
が
地
方
住
民
に
〈
宣
示

す
〉
。プ
ラ
エ
セ
ス

（
１
）

州
総
督
た
ち
は
群
集
が
集
ま
っ
て
い
る
裁
判
官
席
で
公
開
の
審
査

を
行
う
べ
き
こ
と
。
市
民
た
ち
の
操
め
事
を
聴
聞
す
る
者
（
Ⅱ
州
総

督
）
た
ち
は
、
訴
訟
を
起
こ
そ
う
と
す
る
者
が
対
価
な
し
で
は
自
ら

に
会
う
機
会
を
得
ら
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
別
室
に
身
を
隠

す
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
ｎ
ら
の
も
と
に

持
ち
込
ま
れ
た
す
べ
て
の
案
件
に
つ
い
て
聴
聞
を
行
い
、
慣
例
通
り

に
触
れ
役
が
再
々
呼
ば
わ
っ
て
も
、
〈
審
査
を
〉
申
し
立
て
る
こ
と

を
望
む
者
が
誰
も
お
ら
ず
、
公
事
・
私
事
す
べ
て
の
審
査
が
終
了
し

⑭
第
一
巻
第
一
六
章
第
六
法
文

に
関
わ
る
法
文
⑲
に
現
れ
る
已
己
昌
一
：
①
、
○
三
や
、
法
文
⑳
に
現

れ
る
自
巨
の
四
つ
旨
の
百
一
一
⑫
お
よ
び
口
①
ｍ
・
冒
曰
冒
月
百
一
の
（
い
ず
れ
も

「
訴
訟
の
主
要
部
分
」
と
訳
出
）
と
同
じ
内
容
を
指
し
て
い
る
と
思

わ
れ
る
。
法
文
⑳
註
（
２
）
も
参
照
。

（
３
）
【
①
｜
①
、
昌
○
・
こ
の
刑
罰
の
詳
細
に
つ
い
て
は
法
文
⑩
註
（
２
）
参

冊
小
ｏ

（
４
）
四
目
・
Ｓ
ｐ
Ｃ
□
の
ｍ
・
「
覚
書
」
に
つ
い
て
は
法
文
⑳
註
（
３
）
参
照
。

テ
オ
ド
シ
ウ
ス
法
典
（
Ｏ
Ｃ
Ｑ
①
〆
弓
面
の
Ｃ
Ｑ
。
⑫
国
目
の
）
（
一
八
）
（
後
藤
）

て
か
ら
、
退
出
す
べ
し
。
と
こ
ろ
で
、
鐙
も
公
正
で
注
意
深
き

ユ
ー
デ
ィ
ケ
ー
ス

州
総
督
ら
を
公
衆
の
歓
呼
で
称
賛
す
る
権
能
を
、
我
等
は
万
民
に
対

し
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
我
等
が
そ
の
よ
う
な
州
総
督
に

（
２
）

対
し
、
栄
誉
が
い
や
増
し
た
行
列
を
認
め
る
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ

る
。
反
対
に
、
不
正
か
つ
邪
悪
な
州
総
督
ら
は
、
苦
情
を
申
し
立
て

る
声
で
非
難
さ
る
く
し
。
ざ
す
れ
ば
、
我
等
の
鑓
責
の
力
が
彼
ら
を

破
滅
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
と
一
一
一
一
口
う
の
も
、
庇
護
関
係
に
よ
り
真
の
声

が
欲
す
る
ま
ま
に
発
き
れ
な
か
っ
た
の
か
ど
う
か
、
我
等
は
注
意
深

く
調
べ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
諸
州
に
配
置
さ
れ
て
い
る

コ
メ
ス

道
長
官
お
よ
び
総
監
た
ち
は
、
我
等
が
地
方
住
民
の
声
を
、
我
等
の

知
る
と
こ
ろ
と
な
ら
し
め
る
こ
と
。

バ
ッ
ス
ス
と
ア
ブ
ラ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
が
コ
ー
ン
ス
ル
の
年
の
一
一
川

一
Ⅱ
コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ノ
ポ
リ
ス
で
掲
示
す
。

（
１
）
自
三
ｓ
の
二
。
ｇ
ど
の
の
．
こ
れ
は
、
以
下
に
続
く
「
訴
訟
を
起
こ
そ
う

と
す
る
者
言
四
已
昌
の
」
や
「
印
し
立
て
る
（
已
○
の
Ｅ
一
日
①
）
こ
と
を

望
む
者
が
誰
も
お
ら
ず
、
公
事
・
私
事
す
べ
て
の
審
査
が
終
了
し
て

か
ら
（
①
苔
一
＆
の
○
日
昌
宮
：
＆
宮
の
目
三
口
の
目
ぐ
畳
の
目
①
）
、
退
出
す

べ
し
。
」
と
い
う
表
現
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、
「
訴
訟
の
申
立
９
ｍ
目
‐

一
己
：
＆
・
弓
」
に
対
す
る
審
査
で
あ
ろ
う
。

帝
政
前
期
の
通
常
民
事
訴
訟
手
続
で
あ
っ
た
方
式
書
訴
訟
手
続
に

お
い
て
は
、
訴
訟
を
起
こ
そ
う
と
す
る
者
は
ま
ず
、
被
告
に
対
し
日

七
五
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法
政
史
学
第
七
十
号

分
が
ど
の
よ
う
な
訴
訟
を
提
起
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
知
ら
せ

（
「
訴
訟
の
開
示
の
昌
一
。
』
＆
①
己
の
」
）
、
法
廷
に
召
喚
す
る
。
原
告
・
被

告
双
方
（
本
人
か
代
理
人
）
が
符
轄
政
務
官
（
主
に
法
務
官
）
の
面

前
に
出
蚊
す
る
と
「
一
三
日
①
の
手
続
（
法
廷
手
続
）
」
が
行
わ
れ
、

原
上
川
は
法
務
官
に
対
し
、
審
判
人
の
面
前
で
行
わ
れ
る
「
呂
己
旨
＆
‐

８
日
の
手
続
（
審
判
手
続
）
」
に
入
る
べ
く
、
方
式
鍔
の
承
認
を
申

し
立
て
る
（
「
訴
訟
の
申
立
己
Ｃ
の
日
一
畳
。
：
言
已
の
」
）
。
訴
訟
の
申
立

を
受
け
た
法
務
官
は
、
符
職
権
、
訴
訟
能
力
、
究
事
者
適
格
等
の
訴

訟
の
前
提
要
件
が
具
備
す
る
か
杏
か
を
確
め
、
こ
れ
を
欠
く
場
合
、

あ
る
い
は
こ
れ
を
具
備
し
て
い
て
も
原
併
の
申
立
が
明
ら
か
に
不
道

徳
な
も
の
で
あ
る
場
合
等
に
は
、
原
併
に
よ
る
訴
訟
の
申
立
を
拒
否

で
き
る
（
こ
の
□
の
、
閂
の
四
ｓ
目
①
日
）
が
、
申
立
の
抓
否
は
む
し
ろ
例
外

に
楓
し
、
通
常
は
原
杵
の
巾
立
を
承
認
す
る
（
□
閂
の
四
ｓ
目
①
日
）
。

ま
た
、
簡
単
な
事
情
審
査
の
上
で
原
告
に
訴
権
を
付
与
す
る
こ
と
も

あ
っ
た
（
法
文
⑯
註
（
３
）
参
照
）
。
原
併
は
訴
訟
巾
立
と
同
時
に
、

被
併
に
対
し
て
も
改
め
て
、
自
分
が
い
か
な
る
方
式
書
に
よ
っ
て
訴

訟
を
為
す
か
を
明
示
し
（
＆
三
○
四
ｓ
◎
己
の
）
、
ｎ
ら
の
主
張
を
陳
述

す
る
。
こ
れ
に
対
し
被
告
は
、
原
告
の
尤
張
に
理
由
が
あ
る
こ
と
を

承
認
し
て
認
諾
す
る
か
（
８
口
庁
の
の
ざ
曰
冒
の
）
、
あ
る
い
は
原
併
の

主
張
を
否
定
し
て
争
う
。
後
者
の
場
介
、
原
告
が
印
し
立
て
た
方
式

書
に
、
被
告
の
抗
弁
、
原
告
の
反
抗
弁
、
被
告
に
よ
る
門
抗
弁
が
付

記
さ
れ
得
る
。
法
務
向
は
こ
の
よ
う
に
し
て
当
事
者
間
の
介
意
に

よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
方
式
書
を
承
認
し
、
方
式
書
で
審
判
人
に
指
名

さ
れ
た
者
に
対
し
て
、
力
式
書
の
指
示
に
し
た
が
っ
て
判
決
す
べ
き

こ
と
を
命
じ
る
。
こ
の
争
点
決
定
（
一
一
房
８
貝
の
の
白
［
一
．
）
の
手
続
に

よ
り
法
廷
手
続
は
終
了
し
、
審
判
手
続
が
構
成
さ
れ
て
、
そ
こ
で
証

人
尋
問
や
証
拠
書
類
の
検
討
等
が
行
わ
れ
、
審
判
人
は
必
要
が
あ
れ

ば
法
学
昔
や
諮
問
会
の
意
兄
も
仰
い
で
判
決
を
下
す
。
山
当
鞭
肴
が

こ
の
よ
う
な
審
判
手
続
で
両
者
間
の
争
い
を
解
決
す
る
こ
と
に
合
意

し
た
場
合
、
法
務
官
が
も
し
不
適
法
に
方
式
書
の
承
認
、
し
た
が
っ

て
審
判
手
続
の
構
成
を
拒
絶
す
る
な
ら
ば
、
原
告
は
他
の
政
務
官
の

伽
前
で
脚
ぴ
手
続
を
履
行
し
て
瀞
判
手
続
を
構
成
す
る
こ
と
が
で
き

た
。
船
Ⅲ
「
ロ
ー
マ
法
」
、
第
八
巻
（
法
文
⑳
註
（
５
）
所
引
）
、
一

三
七
～
一
四
七
頁
、
お
よ
び
原
川
「
ロ
ー
マ
法
」
（
法
文
⑭
註
（
２
）

所
引
）
、
一
一
一
八
五
～
一
一
一
九
一
頁
、
ま
た
印
の
【
ぬ
の
【
》
向
菖
Ｑ
ａ
８
員
冒
こ
ら
‐

一
言
・
こ
（
法
文
⑳
註
（
３
）
所
引
）
》
の
・
ぐ
・
［
臣
】
［
一
・
四
ｓ
・
房
］
》
［
□
の
ロ
の
‐

ぬ
臼
田
、
ご
目
の
日
（
□
の
ロ
①
、
畳
：
ｓ
ｏ
己
の
）
］
を
参
照
。

こ
の
よ
う
に
方
式
書
訴
訟
が
法
廷
手
続
と
審
判
手
続
の
二
段
階
に

分
か
れ
、
管
繕
政
務
官
の
任
務
は
法
廷
手
続
の
段
階
で
終
わ
り
、
政

務
行
自
ら
が
事
実
を
審
理
し
て
判
決
を
下
す
こ
と
は
な
か
っ
た
の
に

対
し
、
帝
政
後
期
に
迎
常
の
裁
判
手
続
と
な
る
而
職
裁
判
何
の
職
椛

審
理
手
続
に
お
い
て
は
、
手
続
が
二
段
階
に
分
か
れ
る
こ
と
は
な

く
、
官
職
裁
判
官
が
判
決
に
至
る
ま
で
の
全
過
程
を
担
当
し
た
（
船

川
前
掲
紙
Ⅱ
、
二
七
三
～
二
七
九
画
、
お
よ
び
原
Ⅲ
前
掲
趣
Ⅱ
、
川
○
七

～
川
○
八
頁
を
参
照
。
ま
た
、
法
文
⑤
註
（
２
）
と
法
文
⑬
註

（
２
）
も
参
照
）
。
方
式
将
訴
訟
で
Ⅲ
い
ら
れ
た
極
々
の
方
法
や
川
語

も
残
存
し
た
が
、
必
要
な
改
変
が
加
え
ら
れ
た
（
船
田
前
掲
書
、
二

八
○
～
二
八
一
頁
参
照
）
。
た
と
え
ば
、
方
式
書
訴
訟
に
お
い
て
は

七
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（
２
）
ヶ
・
ｐ
Ｃ
ｑ
⑫
目
Ｓ
Ｃ
Ｈ
の
切
冒
・
●
の
⑫
の
臣
の
．
帝
政
後
期
の
官
僚
制
に
お
い
て

は
、
皇
帝
に
関
わ
る
儀
礼
に
準
じ
た
儀
礼
が
、
極
め
て
重
要
で
あ
っ

た
。
地
方
住
民
に
と
っ
て
は
今
て
の
帝
国
官
吏
が
「
小
型
版
皇
帝
」

で
あ
り
、
彼
ら
の
移
動
に
伴
う
「
行
列
」
を
構
成
す
る
諸
要
素
Ｉ
衣

服
や
徽
章
、
乗
物
、
随
行
団
の
規
模
、
護
衛
が
携
行
す
る
武
具
な
ど

ｌ
が
、
彼
ら
の
位
階
を
象
徴
し
て
い
た
。
彼
ら
が
都
市
に
入
る
際
や

出
立
す
る
際
に
は
、
皇
帝
の
場
合
と
同
様
、
都
市
公
職
者
や
参
事
会

貝
ら
に
よ
る
出
迎
え
・
兄
送
り
、
市
民
に
よ
る
歓
呼
な
ど
の
儀
礼
が

伴
っ
た
。
市
此
に
よ
る
帝
凶
官
吏
へ
の
歓
呼
は
記
録
さ
れ
、
そ
の
記

録
は
皇
帝
に
よ
る
勤
務
評
定
（
昇
進
や
懲
罰
）
に
資
す
る
べ
く
、
定

期
的
に
前
部
に
送
ら
れ
た
。
本
法
文
の
「
栄
誉
が
い
や
増
し
た
行
列

を
認
め
る
」
と
い
う
表
現
も
、
共
体
的
な
行
列
の
在
り
様
へ
の
一
一
一
一
口
及

と
い
う
よ
り
、
「
昇
進
さ
せ
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
ａ
・

●
冑
一
の
Ｓ
ご
ゴ
の
【
【
①
一
一
三
・
記
ミ
ミ
四
『
言
ト
ミ
ミ
記
Ｃ
ミ
ロ
冨
回
ミ
亘
『
①
》
の
凹
臼
‐

ウ
【
こ
ぬ
の
）
二
四
の
印
・
Ｓ
Ｆ
①
己
・
Ｐ
ｇ
三
）
弓
・
］
の
‐
巴
》
三
門
富
の
一
三
の
Ｃ
Ｃ
Ｒ
己
ｎ
Ｆ

テ
オ
ド
シ
ウ
ス
法
典
（
ｏ
Ｃ
ｑ
関
弓
冒
・
Ｑ
Ｃ
⑭
一
回
目
⑫
）
（
一
八
）
（
後
藤
）

法
廷
干
続
を
終
一
Ｊ
さ
せ
る
行
為
で
あ
っ
た
「
争
点
決
定
言
の
８
日
①
の
‐

白
言
」
と
い
う
用
語
は
、
帝
政
後
期
に
お
い
て
は
官
職
裁
判
官
が
両

当
事
者
の
一
一
一
一
ｍ
い
分
に
対
す
る
聴
聞
を
開
始
す
る
こ
と
に
川
い
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
（
の
｛
・
因
①
田
の
【
》
８
．
三
・
．
切
・
ぐ
・
［
巨
房
８
口
〔
⑦
の
目
一
・
］
）
。

こ
の
よ
う
な
職
権
謙
山
手
続
に
お
い
て
は
、
訴
権
付
与
や
裁
判
開
始

に
つ
い
て
も
而
職
裁
判
向
の
裁
堂
権
が
広
が
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
本
法

文
が
一
一
一
一
凹
及
す
る
よ
う
な
種
々
の
不
正
が
生
じ
る
余
地
も
広
が
っ
た
。

な
お
、
刑
躯
訴
訟
を
起
こ
す
手
続
き
に
つ
い
て
は
、
法
文
⑳
註

な
お
、
刑
小
訴
訟
を
起
一
二

（
５
）
お
よ
び
法
文
⑭
を
参
照
。

⑳
第
一
巻
第
一
六
章
第
七
法
文

Ｍ
（
Ⅱ
コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ヌ
ス
）
帝
が
地
方
住
民
に
〈
宣
示

す
〉
。〈
州
総
督
の
〉
下
僚
ら
の
強
欲
な
手
は
、
今
す
ぐ
に
無
く
な
る
べ

し
。
無
く
な
る
べ
し
、
と
我
は
一
一
一
一
口
う
。
何
と
な
れ
ば
、
も
し
〈
そ
の

よ
う
な
下
僚
が
〉
警
併
さ
れ
て
も
無
く
な
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
彼

（
１
）

ら
は
剣
に
よ
っ
て
裁
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
裁
判
官

の
椴
帳
は
売
ら
れ
て
は
な
ら
ず
、
入
廷
が
購
わ
れ
て
は
な
ら
ず
、
法

プ
ラ
エ
セ
ス

廷
が
蝋
収
賄
に
よ
っ
て
悪
名
青
向
く
な
り
、
州
総
督
が
姿
を
現
す
こ
と

（９】）

ｎ
体
が
対
価
を
伴
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
裁
判
官

の
聴
聞
は
極
貧
者
に
も
富
裕
者
に
も
等
し
く
開
か
れ
て
あ
る
べ
し
。

下
僚
団
首
席
と
呼
ば
れ
る
者
の
略
奪
は
、
法
廷
に
招
じ
入
れ
ら
れ
る

べ
き
者
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
る
べ
し
。
そ
れ
ら
下
僚
団
首
席
ら
の
補
佐

同
言
ミ
ミ
惠
同
ご
亘
叱
ゴ
ミ
ミ
冨
具
記
ミ
ｓ
二
ｓ
ミ
ト
ロ
討
隆
ミ
ミ
ミ
賃
、
肩
§
‐

ミ
ミ
員
宣
言
ご
畳
ミ
ミ
ミ
員
二
一
三
．
Ｃ
四
日
耳
烏
①
弓
皀
⑫
．
］
＠
の
Ｐ
弓
・

画
、
口
‐
』
、
卯
］
・
西
・
二
・
の
・
口
①
ウ
①
の
ケ
巨
の
白
》
」
員
Ｓ
ｓ
牝
Ｃ
（
ご
ロ
ョ
亘
帛
言
已
ミ
ミ
（

」
亘
言
冒
厨
『
『
貝
ご
菖
冒
琴
②
ト
ロ
奇
『
記
ミ
ミ
ョ
同
冒
亘
忌
》
○
×
す
ａ
）
］
①
召
》
【
①
ロ
【
・

四
三
Ｐ
弓
・
ど
の
【
・
一
国
①
Ｅ
白
目
巳
の
①
。
【
の
｝
》
の
．
ぐ
・
［
祠
【
Ｃ
、
の
Ｑ
ｑ
の
］
．

ヒ
ヒ
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役
た
ち
は
、
訴
訟
当
事
者
ら
に
対
し
、
い
か
な
る
強
請
も
行
っ
て
は

な
ら
な
い
。
多
寡
を
問
わ
ず
何
物
か
を
せ
び
る
百
人
隊
長
や
他
の
人

（
３
）

び
と
の
下
僚
ら
に
よ
る
耐
え
が
た
き
攻
撃
は
粉
砕
さ
れ
、
係
争
者
ら

に
一
件
書
類
を
引
き
渡
す
者
た
ち
の
飽
く
な
き
貧
欲
さ
は
制
御
き
る

べ
し
。
上
記
の
者
た
ち
に
よ
り
訴
訟
当
事
者
か
ら
何
物
か
が
取
ら
れ

る
こ
と
の
な
き
よ
う
、
州
総
督
の
精
勤
に
よ
り
常
に
監
視
す
べ
き
こ

と
。
も
し
何
ぴ
と
か
が
民
事
訴
訟
か
ら
何
か
を
せ
び
ろ
う
と
考
え
た

プ
ラ
エ
セ
ス

と
き
は
、
強
圭
胴
ら
れ
た
者
全
て
に
対
し
州
総
督
に
よ
る
調
査
を
得
る

権
能
が
与
え
ら
れ
て
、
忌
む
べ
き
頭
と
首
を
切
断
す
る
よ
う
な
武
力

に
よ
る
鑓
責
が
あ
る
べ
し
。
も
し
〈
州
総
督
ら
が
〉
隠
蔽
し
た
な
ら

コ
メ
ス

ば
、
我
等
は
万
民
に
対
し
、
諸
州
の
総
監
の
も
と
で
、
あ
る
い
は
、

道
長
官
が
よ
り
近
く
に
い
る
の
で
あ
れ
ば
彼
ら
の
も
と
で
、
そ
の
事

に
つ
い
て
苦
情
を
申
し
立
て
る
こ
と
を
許
す
も
の
で
あ
る
。
而
し

て
、
こ
の
者
ら
の
報
告
に
よ
り
か
か
る
強
奪
行
為
に
関
し
て
熟
知
す

る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
我
等
は
、
刑
罰
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
。

バ
ッ
ス
ス
と
ア
ブ
ラ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
が
コ
ー
ン
ス
ル
の
年
の
一
一
月

（
４
）

一
日
コ
ー
ン
ス
タ
ン
ー
プ
ィ
ー
ノ
ポ
リ
ス
で
付
与
す
。

（
１
）
、
三
一
一
の
頁
四
①
三
の
員
貝
・
「
剣
に
よ
っ
て
、
一
三
一
ｍ
」
と
い
う
表
現
が

意
味
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
は
、
法
文
⑳
註
（
３
）
を
参
照
。

（
２
）
こ
こ
で
「
法
廷
」
と
訳
出
し
た
の
は
印
①
Ｒ
①
目
ご
日
と
い
う
語
で

法
政
史
学
第
七
十
号

あ
り
、
帝
政
後
期
の
裁
判
・
判
決
一
一
一
一
口
い
渡
し
が
、
椴
帳
ぐ
の
旨
日
で
仕

切
ら
れ
た
法
廷
で
非
公
開
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い

る
。
Ｑ
・
函
①
温
の
【
》
向
員
亘
邑
＆
弓
ロ
ミ
ご
ミ
ミ
（
法
文
⑳
註
（
３
）
所

引
）
・
の
．
ご
・
［
の
⑦
Ｒ
①
国
円
冒
ご
］
．

（
３
）
の
①
ご
〔
巨
口
。
ご
巨
日
餌
一
一
○
【
ロ
ヨ
ロ
宮
①
○
球
一
口
昌
旨
日
己
四
【
ご
煙
日
四
ｍ
口
回
Ｃ
巨
①
ご
◎
‐

の
ｏ
の
呂
巨
日
．
こ
の
「
百
人
隊
長
Ｃ
の
ご
〔
目
目
⑦
⑭
」
は
、
す
ぐ
前
に
出
て

く
る
下
僚
川
首
席
Ｃ
甑
Ｑ
一
日
ロ
８
つ
の
の
別
称
と
思
わ
れ
る
。
帝
政
後

期
の
州
総
督
庁
は
、
道
長
官
庁
と
何
様
に
（
法
文
⑳
註
（
２
）
参

照
）
、
司
法
部
門
と
財
務
部
門
に
二
分
さ
れ
、
司
法
部
門
の
最
上
位

に
は
ロ
ヨ
、
の
ロ
⑫
（
・
霞
ロ
ー
）
、
次
位
に
８
日
一
目
｝
閂
旨
の
、
そ
の
次
に

８
自
己
の
貝
昌
①
ロ
の
一
の
が
位
置
し
、
そ
れ
ぞ
れ
書
記
①
胃
の
ご
Ｓ
Ｈ
①
ｍ
な
ど

の
ス
タ
ッ
フ
を
有
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
職
名
に
軍
隊
に
由
来
す
る

も
の
が
多
い
の
は
、
帝
政
前
期
に
属
州
総
督
の
下
僚
団
と
し
て
働
い

た
の
が
、
そ
の
属
州
も
し
く
は
近
隣
属
州
に
駐
屯
す
る
軍
Ｍ
か
ら
隊

外
勤
務
を
命
じ
ら
れ
て
派
遣
さ
れ
る
、
百
人
隊
長
を
長
と
す
る
兵
士

た
ち
で
あ
っ
た
こ
と
の
名
残
で
あ
っ
た
。
。
｛
・
］
目
の
の
》
匡
白
》
弓
・
ロ
①
い
‐

、
①
９
，
房
・
三
○
日
日
の
①
己
は
８
己
已
Ｒ
一
・
目
日
か
ら
ご
○
の
８
三
目
〕
ま
で
一

切
カ
ン
マ
を
入
れ
て
お
ら
ず
、
こ
の
パ
ン
ク
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
従

う
な
ら
ば
、
こ
の
句
は
「
百
人
隊
長
Ⅱ
下
僚
団
首
席
（
の
下
僚
）
や

他
の
人
々
の
下
僚
」
の
意
と
取
れ
、
す
ぐ
前
で
下
僚
団
首
臓
と
そ
の

補
佐
役
ら
且
三
日
①
の
の
不
正
に
一
一
一
一
口
及
し
た
の
に
続
き
、
彼
ら
の
配

下
に
あ
る
ス
タ
ッ
フ
の
不
正
に
一
一
一
一
口
及
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
こ
れ

に
対
し
、
の
。
ご
◎
可
①
目
の
》
＆
』
・
「
・
］
は
四
｝
一
．
【
日
目
巨
の
・
甑
昌
一
目
白
の

前
後
に
カ
ン
マ
を
打
っ
て
「
百
人
隊
長
や
、
他
の
下
僚
」
の
意
と
取

七
八
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⑳
鏑
一
六
巻
第
八
章
第
四
法
文

同
Ｔ
コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ヌ
ス
）
帝
が
、
聖
職
者
と
シ
ナ

ゴ
ー
グ
長
と
シ
ナ
ゴ
ー
グ
の
父
長
、
お
よ
び
同
じ
場
所
で
奉
仕
す
る

他
の
者
た
ち
に
〈
宣
示
す
〉
。

〈
シ
ナ
ゴ
ー
グ
〉
聖
職
者
と
シ
ナ
ゴ
ー
グ
長
と
シ
ナ
ゴ
ー
グ
の

（
－
）

父
長
、
お
よ
び
、
ン
ナ
ゴ
ー
グ
に
奉
仕
す
る
他
の
者
た
ち
は
、
あ
ら
ゆ

ム
ネ
ラ
（
２
）

る
身
体
へ
の
負
担
か
ら
、
由
で
あ
る
よ
う
、
我
等
は
〈
叩
じ
る
。

バ
ッ
ス
ス
と
ア
ブ
ラ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
が
コ
ー
ン
ス
ル
の
年
の
一
二
月

一
Ｈ
コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ノ
ポ
リ
ス
で
付
与
す
。

（
１
）
豆
の
Ｈ
の
一
の
（
四
局
の
亘
の
皀
己
四
ｍ
○
四
①
（
ロ
呉
【
①
ｍ
の
『
己
』
ぬ
。
、
■
［
巨
日
・
］
。
□
①
の
》
伶
島
《
向
〉

ｐ
①
怠
の
目
・
房
は
水
巻
本
章
収
録
の
法
文
史
料
（
法
文
⑬
、
⑳
、
本

法
文
、
第
一
一
一
一
法
文
［
一
二
九
七
年
］
、
お
よ
び
一
碑
文
史
料
（
一
一
一
人

の
閂
Ｓ
－
の
冒
錯
Ｃ
ｍ
Ｃ
－
、
｜
人
の
ｍ
Ｒ
Ｃ
Ｅ
ｍ
言
Ｓ
Ｃ
の
、
｜
｜
人
も
し
く
は
そ

れ
以
上
の
ｂ
Ｈ
の
の
ご
〔
の
Ｒ
ｓ
が
出
て
く
る
『
言
ｑ
甘
言
薗
廻
、
倉
困
＆

り
っ
目
、
の
己
の
ｌ
己
三
・
【
の
ｍ
ｌ
８
貝
冒
・
ど
の
の
ｌ
の
胃
ｇ
〔
・
【
の
⑳
と
い
う

、
○

位
階
を
想
定
し
て
い
る
。

（
４
）
本
法
文
は
前
掲
法
文
⑲
と
名
宛
人
、
発
布
年
月
日
、
発
布
地
が
同

じ
で
あ
り
、
も
と
は
同
一
法
文
を
成
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

テ
オ
ド
シ
ウ
ス
法
典
（
Ｏ
己
の
×
日
ロ
の
。
□
。
⑫
国
目
の
）
（
一
八
）
（
後
藤
）

貢
言
い
弓
一
国
⑫
ミ
』
四
】
①
）
に
基
づ
き
、
帝
国
各
地
の
シ
ナ
ゴ
ー
グ

聖
職
者
の
呼
称
を
、
目
の
の
〔
⑫
（
「
聖
職
者
」
三
の
己
）
、
①
一
・
の
【
の
（
「
長

老
」
日
日
・
【
の
の
ら
【
①
の
耳
（
の
己
）
、
ヶ
①
固
の
。
｛
Ｓ
の
⑰
百
四
ｍ
・
巾
巨
①
の
（
「
シ
ナ

ゴ
ー
グ
長
」
閂
Ｓ
－
の
百
侭
。
四
）
、
菌
已
の
【
の
（
「
シ
ナ
ゴ
ー
グ
の
父
長
」

目
〔
円
の
の
⑫
百
四
ｍ
。
、
閂
目
〕
）
日
日
ヨ
閂
呂
の
（
「
父
長
」
目
（
昌
円
宮
①
）
と

整
理
し
て
い
る
。
ま
た
、
法
文
⑬
註
（
３
）
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、

の
①
〔
ず
○
吋
①
目
の
や
甸
・
三
】
｝
｝
貰
弓
ロ
①
］
２
『
の
。
（
Ｓ
の
⑦
【
四
①
８
‐
宛
○
日
目
豆
‐

四
ｍ
□
・
日
ワ
の
う
三
①
①
ご
勺
僧
目
］
の
日
目
こ
つ
言
の
〔
言
ご
》
シ
屋
］
国
‐
全
の
（
法
文

バ
ト
リ
ア
汎
力

⑬
註
（
３
）
所
引
）
》
己
・
℃
の
も
、
テ
ィ
ベ
リ
ァ
ス
在
住
の
「
総
主
教
」

の
権
限
に
従
属
す
る
目
〔
昌
円
宮
の
に
言
及
す
る
本
巻
本
章
第
一
一
一
一
法

文
に
基
づ
き
、
各
地
の
ユ
ダ
ヤ
人
共
同
体
に
も
已
已
四
目
宮
と
呼
ば

れ
る
人
が
い
た
と
考
え
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
弓
・
ロ
・
因
四
目
①
の
》
局
・
【
①
、
［
Ｃ
巨
己
日
、
岳
①
こ
の
Ｃ
ｓ
の
一
目

●
・
□
の
さ
》
臣
］
」
（
い
つ
己
）
》
弓
・
雪
の
｛
・
は
、
本
法
文
に
川
て
く
る
宮
の
【
囚

や
四
月
亘
の
冒
猪
。
、
】
に
つ
い
て
は
、
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
の
ユ
ダ
ヤ
人
共
同

体
組
織
に
関
す
る
比
較
的
豊
富
な
碑
文
史
料
で
も
確
認
で
き
る
が
、

シ
ナ
ゴ
ー
グ
の
「
父
長
已
曰
閂
の
宮
の
」
の
存
在
を
確
実
に
証
明
す
る

碑
文
史
料
は
無
い
と
指
摘
し
、
コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ヌ
ス
帝
時
代

の
テ
キ
ス
ト
で
一
一
一
一
口
及
さ
れ
る
ご
呉
冨
円
冨
①
は
、
伝
説
的
な
「
族
長
」

か
テ
ィ
ベ
リ
ア
ス
に
い
る
「
総
主
教
」
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
と
主
張

す
る
。
そ
し
て
、
法
文
⑳
に
お
け
る
目
日
肖
言
ぐ
①
一
頁
①
の
ワ
ゴ
の
回
の

と
い
う
複
数
与
格
は
文
法
的
に
乱
れ
て
お
り
、
二
目
目
印
の
ロ
が
同
法

文
へ
の
注
釈
ｇ
日
田
曰
の
で
、
の
①
①
民
の
修
正
案
（
複
数
主
格
目
日
‐

四
目
宮
の
ぐ
①
一
口
①
の
ウ
ゴ
＆
に
直
す
）
も
紹
介
し
た
上
で
、
「
お
そ
ら
く

七
九
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法
政
史
学
第
七
十
号

こ
れ
ら
三
語
は
削
除
き
る
べ
き
」
と
し
た
の
は
正
し
か
っ
た
と
断

一
一
［
。
こ
れ
ら
二
つ
の
称
、
万
は
元
の
テ
キ
ス
ト
に
は
欠
如
し
て
い
て
後

に
件
き
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
本
巻
本
章
第
一
三
法
文
に
お
け

る
冒
亘
閂
の
亘
叩
Ｃ
こ
の
の
〔
（
二
○
日
日
印
目
の
テ
キ
ス
ト
で
は
胃
）
官
の
の
‐

す
冒
呂
の
の
一
一
一
船
も
Ｍ
じ
手
で
将
き
加
え
ら
れ
た
も
の
と
碓
測
す
る

（
ロ
・
念
。
な
お
、
三
○
日
日
の
①
Ｐ
且
］
①
．
、
．
］
い
も
、
こ
の
目
曰
閂
の
三
⑫
口
巨
の

は
削
除
さ
れ
る
か
、
の
①
の
具
と
同
様
に
日
日
宮
⑫
□
臣
①
に
修
庇
さ
る
べ

き
と
す
る
）
。

し
か
し
、
法
文
⑳
の
複
数
与
格
は
「
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
シ
ナ
ゴ
ー
グ

バ
ト
リ
ア
ル
カ

に
父
長
や
長
老
と
し
て
自
ら
を
捧
げ
」
る
と
訳
出
し
た
よ
う
に
、

＆
月
と
い
う
動
詞
と
共
に
Ⅲ
い
ら
れ
る
Ｈ
的
の
与
格
と
解
釈
す
る
こ

と
も
不
可
能
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
田
・
宣
曰
一
一
胃
６
℃
・
口
〔
・
が
日
日
閂
‐

の
言
①
と
い
う
語
が
川
て
く
る
一
碑
文
（
○
）
ｇ
冒
冒
⑫
ミ
ミ
ご
ミ
ミ
旨
‐

冒
冒
ミ
ミ
》
＄
◎
Ⅱ
』
菖
蔚
曾
崎
日
菖
日
蔦
］
①
震
室
①
）
を
川
発
点
と

し
て
帝
政
後
期
の
各
地
の
ユ
ダ
ヤ
人
共
同
体
に
お
け
る
多
様
性
を
説

く
の
に
対
し
、
函
四
日
の
の
ら
ロ
ロ
〔
・
七
・
コ
Ｐ
ご
・
造
は
何
碑
文
に
関
す
る

三
一
一
百
の
議
論
は
他
の
点
で
は
見
瓠
だ
が
、
二
一
一
一
閂
が
法
文
⑳
と
本

巻
本
章
第
一
一
一
一
法
文
の
二
法
文
を
、
各
地
の
ユ
ダ
ヤ
人
共
Ⅲ
体
に
お

け
る
忌
曰
閂
、
宮
①
の
存
在
を
示
す
史
料
と
し
て
認
め
て
い
る
の
は
不

幸
な
こ
と
と
批
判
す
る
。
だ
が
、
三
○
日
日
の
目
が
校
訂
し
た
テ
キ
ス

ト
の
み
な
ら
ず
四
弓
自
国
白
の
も
兄
よ
と
の
屡
日
の
⑰
の
指
摘
に
は
い
さ

さ
か
も
異
論
は
な
い
が
、
異
読
が
伝
わ
っ
て
い
な
い
テ
キ
ス
ト
に
つ

い
て
ｇ
日
日
目
の
に
お
け
る
二
○
日
日
の
目
、
身
の
解
釈
に
依
拠
し
て
、

問
題
の
単
語
を
後
代
の
加
譲
と
断
じ
る
因
自
己
①
印
の
立
論
は
、
局
。

⑳
第
三
巻
第
一
六
章
第
一
法
文

（
１
）

コ
ー
ン
ス
タ
ン
ー
ナ
ィ
ー
ヌ
ス
帝
が
道
長
官
ア
ブ
ラ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
に

〈
宣
示
す
〉
。

妻
が
そ
の
歪
ん
だ
欲
望
の
ま
ま
に
〈
離
婚
〉
瑚
由
を
あ
ら
探
し
し

て
、
た
と
え
ば
酒
好
き
で
あ
る
と
か
賭
好
き
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い

三
一
一
一
貝
の
議
論
を
完
全
に
斥
け
得
る
ほ
ど
に
強
固
な
も
の
と
は
思
え

な
い
。

（
２
）
号
・
ヨ
ヨ
８
日
・
己
】
曰
自
の
『
①
．
「
身
体
へ
の
典
担
８
日
・
日
一
一
の
日
巨
‐

目
の
」
、
す
な
わ
ち
「
個
人
の
負
担
白
目
の
国
已
の
【
の
。
ｇ
一
一
四
」
の
一
部

を
成
す
「
身
体
労
働
を
伴
う
下
級
の
負
担
白
目
の
国
⑫
○
二
ｓ
Ｂ
Ｂ
Ｃ
‐

二
一
■
」
に
つ
い
て
は
、
法
文
⑳
註
（
２
）
を
参
照
。
前
註
（
１
）
で

兄
た
よ
う
に
法
文
⑳
の
亘
昌
円
冨
①
と
つ
【
の
⑫
ワ
胃
①
１
に
つ
い
て
、

●
・
ｓ
ｏ
可
の
ｓ
の
』
目
①
の
》
二
一
一
一
閂
の
よ
う
に
解
釈
す
る
に
せ
よ
因
四
目
①
の

の
よ
う
に
解
釈
す
る
に
せ
よ
、
本
法
文
は
ユ
ダ
ヤ
人
共
同
体
の
高
位

聖
職
肴
も
し
く
は
役
職
者
に
「
個
人
の
負
担
」
お
よ
び
「
市
民
の
負

担
」
（
法
文
⑳
註
（
２
）
参
照
）
か
ら
の
免
除
特
権
を
付
与
し
た
法

文
⑳
を
敷
術
し
て
、
「
下
級
の
負
担
」
に
つ
い
て
は
「
シ
ナ
ゴ
ー
グ

に
奉
仕
す
る
他
の
者
た
ち
」
、
す
な
わ
ち
シ
ナ
ゴ
ー
グ
の
下
位
聖
職

者
に
ま
で
免
除
対
象
を
広
げ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
ａ
・
の
。
＆
・
‐

可
の
ロ
巨
如
》
■
□
戸
一
・

八
○
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は
女
好
き
で
あ
る
と
し
て
、
夫
に
対
し
て
離
縁
を
通
告
す
る
こ
と
は

許
さ
れ
な
い
し
、
逆
に
夫
ら
が
何
で
あ
れ
そ
う
し
た
機
会
を
と
ら
え

て
そ
の
妻
を
離
縁
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、
に
も
か

か
わ
ら
ず
妻
が
離
縁
を
通
告
す
る
場
合
に
は
、
以
下
の
犯
罪
に
限
っ

て
調
査
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
夫
が
殺
人
者
ま
た
は
毒
薬

（リ】｝

調
く
い
人
あ
る
い
は
墓
荒
ら
し
で
あ
る
こ
と
を
妻
が
立
証
す
る
な
ら

ば
、
最
終
的
に
名
誉
を
回
復
し
た
妻
が
ｎ
分
の
嫁
資
す
べ
て
を
取
り

戻
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
べ
し
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
妻
が
こ
れ
ら

一
二
つ
の
犯
罪
以
外
〈
の
理
由
〉
で
夫
に
離
縁
を
通
告
す
る
な
ら
ば
、

妻
は
小
さ
な
髪
留
め
の
一
本
に
至
る
ま
で
夫
の
家
に
潰
い
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
の
厚
顔
無
恥
の
代
償
と
し

て
島
流
し
に
さ
れ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
男
た
ち
の
側
に
つ
い
て

も
ま
た
、
夫
ら
が
離
縁
を
通
告
す
る
場
合
、
姦
婦
ま
た
は
毒
薬
調
〈
口

（
２
）

人
あ
る
い
は
売
春
仲
介
人
で
あ
る
妻
と
離
縁
す
る
一
」
と
を
欲
し
て
い

る
の
か
ど
う
か
、
こ
れ
ら
三
つ
の
犯
罪
に
つ
い
て
調
査
さ
れ
る
の
が

至
当
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
夫
が
、
こ
れ
ら
の
犯
罪
に
関
わ
り
の

な
い
妻
を
追
い
出
し
た
場
合
に
は
、
夫
は
す
べ
て
の
嫁
資
を
〈
妻

に
〉
返
還
す
べ
き
で
あ
り
、
別
の
女
性
と
結
婚
す
べ
き
で
は
な
い
か

ら
で
あ
る
。
夫
が
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
為
し
た
な
ら
ば
、
前
妻
に
は

以
下
の
権
能
が
認
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
女
に
加
え
ら
れ
た
不

正
に
対
す
る
代
償
と
し
て
、
大
の
家
に
立
ち
入
っ
て
、
後
妻
の
嫁
資

｜
ナ
ォ
ド
シ
ウ
ス
法
典
（
０
．
口
の
〆
弓
冨
Ｃ
Ｑ
。
⑰
国
目
の
）
（
’
八
）
〈
後
藤
）

⑳
第
七
巻
第
一
三
章
第
四
法
文

す
べ
て
を
自
ら
の
も
と
に
移
転
さ
せ
る
権
能
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ

る
。バ
ッ
ス
ス
と
ア
ブ
ラ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
が
コ
ー
ン
ス
ル
の
年
の
…
に
付

与
す
。

＝

年

（
１
）
害
三
富
・
こ
の
人
物
に
つ
い
て
は
、
法
文
⑳
註
（
１
）
を
参
照
。

（
２
）
忌
む
べ
き
犯
罪
と
し
て
の
殺
人
、
毒
薬
調
合
、
姦
通
に
つ
い
て

は
、
法
文
⑲
、
法
文
⑳
、
法
文
⑪
を
参
照
。

本
法
文
は
、
忌
む
べ
き
犯
罪
を
理
由
と
し
て
離
縁
通
告
す
る
こ
と

を
、
夫
と
妻
の
双
方
に
認
め
て
い
る
が
、
法
文
⑭
は
、
夫
が
菱
を
姦

通
で
告
発
す
る
場
合
を
除
い
て
、
「
告
発
登
録
の
義
務
は
あ
ら
ゆ
る

種
類
の
告
発
を
縛
る
」
と
定
め
て
い
る
。
つ
ま
り
、
姦
通
を
剛
山
と

し
て
夫
が
妻
に
離
縁
を
通
告
す
る
以
外
の
離
婚
の
場
合
に
は
、
離
縁

を
通
告
す
る
昔
は
そ
の
配
偶
者
の
有
罪
を
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
の
で
、
姦
通
以
外
の
理
由
で
雛
蛾
す
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た

だ
ろ
う
、
と
］
・
向
く
目
の
⑦
言
房
》
旨
ミ
ロ
ミ
ョ
ミ
實
菖
旨
冒
」
ミ
ミ
ミ
ー

ミ
（
法
文
⑩
註
（
７
）
所
引
）
七
・
旨
①
は
雑
川
し
て
い
る
。

八
一
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同
（
Ⅱ
コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ヌ
ス
）
帝
が
道
長
官
レ
オ
ン
テ
ィ

（
１
）

ウ
ス
に
〈
一
日
一
示
す
〉
。

（
２
）

我
等
は
か
つ
て
以
下
の
ご
と
く
定
め
た
。
す
な
わ
ち
、
退
役
丘
〈
の

息
子
た
ち
が
一
六
歳
に
な
っ
て
も
軍
務
に
就
く
こ
と
が
出
来
な
い
、

例
え
ば
武
具
の
扱
い
に
適
し
て
い
な
い
と
判
明
し
た
よ
う
な
と
き

（
３
）

（
４
）

に
は
、
都
市
参
事
〈
蚕
へ
委
ね
ら
れ
る
べ
し
。

バ
カ
テ
ィ
ア
ー
ヌ
ス
と
ヒ
ラ
リ
ア
ー
ヌ
ス
が
コ
ー
ン
ス
ル
の
年
の

（
５
）

四
月
一
一
Ⅱ
に
付
与
す
。

（
１
）
Ｐ
①
目
言
の
．
一
一
一
四
○
～
一
二
円
四
年
の
オ
リ
エ
ン
ス
道
長
官
甸
一
・

Ｄ
Ｃ
目
言
の
Ｆ
①
目
言
⑫
と
同
定
さ
れ
て
い
る
。
詳
し
く
は
、
酉
』
問
・
一
・

弓
．
、
Ｓ
〔
。
（
国
・
ロ
・
己
【
言
Ｐ
①
○
三
Ｅ
の
四
○
）
を
参
照
。
、
弓
の
ａ
ご
ｇ
に

基
づ
く
発
布
年
と
の
食
い
違
い
に
つ
い
て
は
、
後
註
（
５
）
を
参

函
廿
、
Ｏ

叩
Ⅱ
小

（
２
）
退
役
兵
の
息
子
た
ち
と
都
市
参
事
会
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
既
に

法
文
⑭
、
⑳
、
⑲
、
⑳
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
他
、
本
法
典

で
は
、
法
文
⑭
も
退
役
兵
の
息
子
た
ち
に
つ
い
て
扱
っ
た
も
の
と
し

て
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
３
）
入
隊
に
あ
た
っ
て
の
適
格
審
査
に
つ
い
て
は
法
文
⑳
註
（
４
）
を

参
照
せ
よ
。
ま
た
、
退
役
兵
の
息
子
た
ち
が
入
隊
す
る
、
あ
る
い
は

都
市
参
事
会
へ
入
る
べ
き
年
齢
は
法
文
に
よ
っ
て
異
な
り
、
必
ず
し

法
政
史
学
第
七
十
号

⑳
第
三
巻
第
五
章
第
四
法
文

［
同
］
Ｔ
コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ヌ
ス
）
帝
が
道
長
両
パ
ヵ
テ
ィ

（
１
）

ア
ー
ヌ
ス
に
〈
一
旦
示
す
〉
。

（
２
）

少
女
と
ｎ
分
と
の
幡
姻
に
つ
き
約
束
し
た
者
が
一
一
年
の
間
に
婚
姻

を
し
な
い
ま
ま
で
、
そ
の
期
間
が
経
過
し
て
し
ま
い
、
そ
の
後
に
当

該
女
性
が
別
の
者
と
の
結
婚
に
至
っ
た
と
き
は
、
彼
女
に
は
い
か
な

る
罪
も
帰
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
彼
女
は
、
〈
別
の
人
と
の
〉
婚

姻
を
急
ぐ
こ
と
で
、
そ
の
幡
約
が
そ
れ
以
上
長
く
卿
り
の
対
象
と
な

も
一
致
し
て
い
な
い
。
詳
し
く
は
、
同
じ
法
文
⑳
註
（
４
）
の
他
、

法
文
⑳
註
（
３
）
を
参
照
。

（
４
）
、
三
一
の
日
自
口
己
の
日
日
・
法
文
⑭
、
⑳
で
も
使
わ
れ
て
い
る
こ
の
表

現
は
、
法
文
⑳
で
一
一
一
一
口
及
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
都
市
参
鞭
会
員
と
な

る
、
あ
る
い
は
都
市
参
事
会
員
の
負
担
に
服
す
る
、
と
い
う
意
味
で

あ
る
。
ｑ
・
由
の
巨
日
目
こ
め
の
ｎ
戸
の
｜
》
、
．
ご
・
［
三
目
９
℃
閂
の
］
。

（
５
）
の
弓
の
ａ
目
・
の
コ
ー
ン
ス
ル
年
に
従
え
ば
、
本
法
文
は
一
一
一
一
一
一
二
年

の
も
の
と
な
る
ｐ
し
か
し
、
本
法
文
の
内
容
は
第
二
一
巻
第
一
章
第

一
二
五
法
文
と
ほ
ぼ
同
じ
も
の
で
あ
り
、
そ
の
の
号
⑫
＆
已
○
に
従
っ
て

旨
・
日
日
の
①
口
は
本
法
文
も
一
一
一
四
三
年
の
も
の
と
み
な
し
て
い
る
。

四
局
田
・
こ
Ｃ
Ｄ
・
ロ
〔
．
や
の
①
の
景
記
侭
昌
§
七
・
ｃ
ｍ
も
何
様
で
あ
る
。

八
一

一

Hosei University Repository



⑳
第
三
巻
第
五
章
第
五
法
文

（
２
）

少
女
の
父
、
後
見
人
、
保
仇
人
、
そ
の
他
誰
で
あ
れ
そ
の
親
戚
に

は
、
は
じ
め
に
少
女
を
兵
士
と
婚
約
き
せ
た
と
き
は
、
同
人
を
別
の

者
と
結
蛎
さ
せ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
も
し
〈
別
の
者
と
結
婚
さ

せ
た
こ
と
が
〉
二
年
以
内
な
ら
ば
、
（
そ
の
者
は
）
不
誠
実
の
被
告

と
し
て
島
に
追
放
さ
れ
る
べ
し
。
結
嬬
を
約
束
し
て
二
年
が
経
過

し
、
少
女
を
婚
約
さ
せ
た
者
が
同
人
を
他
の
者
と
結
婚
さ
せ
た
と
き

（
１
）

テ
ィ
ア
ー
ヌ
ス
に
〈
一
日
一
一
不
す
〉
□

る
こ
と
を
甘
受
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
。

バ
カ
テ
ィ
ア
ー
ヌ
ス
と
ヒ
ラ
リ
ア
ー
ヌ
ス
が
コ
ー
ン
ス
ル
の
年
の

四
Ⅱ
一
二
日
マ
ー
ル
キ
ア
ー
ノ
ポ
リ
ス
で
付
与
す
。

（
１
）
勺
四
§
言
扁
・
法
文
⑪
註
（
１
）
参
照
。

（
２
）
ロ
巨
の
一
一
ｍ
・
ロ
ロ
の
【
同
様
、
奴
隷
、
少
年
・
少
女
、
落
者
（
官
の
昌
留
の
‐

国
の
）
な
ど
複
数
の
意
味
を
有
す
る
非
テ
ク
ニ
カ
ル
・
タ
ー
ム
。
ａ
・

田
の
【
ぬ
の
【
》
雪
（
ど
こ
ｇ
三
（
ロ
ミ
ミ
ロ
ミ
（
法
文
⑳
註
（
３
）
所
引
）
》
⑫
．
ご
・

［勺巨の【］》［勺巨の【」（一四］．

（
同
［
Ⅱ
コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ヌ
ス
］
帝
が
）
道
長
官
バ
カ
⑳
第
一
一
巻
第
一
九
章
第
三
法
文

テ
オ
ド
シ
ウ
ス
法
典
（
ｎ
ｏ
烏
×
弓
冒
Ｃ
Ｑ
。
⑫
国
目
⑫
）
（
一
八
）
（
後
藤
）

Ｍ
Ｔ
コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ヌ
ス
）
帝
が
ビ
ュ
ー
ザ
ー
ヶ
ー
ナ

州
会
議
に
〈
宣
示
す
〉
。（
１
）

奴
隷
が
必
然
机
統
人
と
し
て
指
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
は
、

（リー】）

〈
相
続
に
よ
っ
て
〉
財
産
の
み
な
ら
ず
破
廉
恥
を
も
手
に
す
る
と
考

（
３
）

』
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
柑
続
人
た
る
者
が
破
廉
恥
の

（
４
）

恥
辱
に
ま
み
れ
て
い
る
と
き
に
は
、
不
倫
〈
遺
一
一
一
一
口
〉
の
訴
訟
が
〈
遺

は
、
（
そ
の
こ
と
は
）
当
該
少
女
で
は
な
く
、
む
し
ろ
婚
約
者
の
罪

に
帰
さ
れ
、
二
年
後
に
別
の
男
性
と
そ
の
少
女
を
結
幡
さ
せ
た
者
に

は
何
ら
害
は
及
ば
な
い
。

バ
カ
テ
ィ
ア
ー
ヌ
ス
と
ヒ
ラ
リ
ア
ー
ヌ
ス
が
コ
ー
ン
ス
ル
の
年
の

四
月
一
二
日
マ
ー
ル
キ
ア
ー
ノ
ポ
リ
ス
で
付
与
す
。

（
１
）
勺
胃
昌
目
巨
の
．
法
文
⑪
註
（
１
）
参
照
。

（
２
）
煙
二
号
・
厳
密
に
は
配
偶
者
の
一
方
と
、
他
方
配
偶
者
の
近
親
と
の

間
の
関
係
、
す
な
わ
ち
姻
戚
関
係
を
表
現
す
る
。
因
の
［
ぬ
ｇ
向
冨
Ｑ
ｇ
‐

旨
己
ら
ロ
ミ
ご
ミ
ミ
（
法
文
⑳
註
（
３
）
所
引
）
》
の
．
ご
・
［
宣
言
①
の
］
．

［
シ
ニ
ロ
旨
⑫
］
．
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法
政
史
学
第
七
十
号

言
者
の
〉
兄
弟
姉
妹
に
認
め
ら
れ
、
〈
机
続
人
に
〉
指
定
さ
れ
た
者

（
５
）

（
６
）

が
汚
辱
や
何
ら
か
の
軽
微
な
汚
点
の
ゆ
え
に
獲
得
し
追
え
な
い
す
べ
て

の
も
の
が
兄
弟
姉
妹
に
引
渡
さ
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
も
し
解
放
奴
隷
が
相
続
人
に
指
定
さ
れ
て
兄
弟
姉
妹
が

〈
机
続
か
ら
〉
遠
ざ
け
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
兄

弟
姉
妹
は
、
不
倫
〈
遺
一
一
一
一
口
〉
の
訴
え
を
提
起
し
て
、
死
者
が
不
当
に

も
解
放
奴
隷
の
も
の
と
な
る
こ
と
を
望
ん
だ
彼
の
全
財
産
を
優
先
的

に
取
得
す
べ
き
で
あ
る
。

バ
カ
テ
ィ
ア
ー
ヌ
ス
と
ヒ
ラ
リ
ァ
ー
ヌ
ス
が
コ
ー
ン
ス
ル
の
年
の

（
７
）

七
月
一
一
七
Ⅱ
コ
ロ
ー
ニ
ア
・
ア
グ
リ
ッ
ピ
ー
ナ
で
付
与
す
。

（
１
）
。
①
８
ｍ
の
皀
巨
二
の
『
の
⑫
．
必
然
机
統
人
す
の
『
の
目
の
８
ｍ
ｍ
目
巨
⑳
と
は
、
被

机
続
人
の
死
亡
と
と
も
に
自
ら
の
意
恐
と
は
無
関
係
に
、
さ
ら
に
は

そ
の
意
忠
に
反
し
て
で
も
、
巾
民
法
に
雌
づ
い
て
法
律
化
究
然
に
州

続
人
と
さ
れ
る
者
の
こ
と
で
あ
り
、
相
続
を
承
認
す
る
か
否
か
が
そ

の
任
意
と
さ
れ
る
任
意
州
続
人
冨
円
の
の
ぐ
○
一
自
国
１
戸
］
⑫
と
対
比
さ
れ

る
。
必
然
相
続
人
と
さ
れ
る
の
は
、
古
典
期
に
お
い
て
は
、
目
権
相

続
人
、
解
放
と
同
時
に
相
続
人
に
指
定
さ
れ
た
被
相
続
人
の
奴
隷
、

な
ど
の
家
内
相
続
人
で
あ
る
が
、
ｎ
権
相
続
人
に
対
し
て
は
、
債
務

超
過
と
な
っ
た
遺
産
の
相
続
を
回
避
さ
せ
る
た
め
に
法
務
官
に
よ
っ

て
［
相
続
］
抑
否
権
冨
呂
⑰
［
旨
８
ｓ
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
古
典

期
以
後
、
家
権
力
の
衰
退
と
と
も
に
、
家
内
相
続
人
が
必
然
的
に
相

続
人
に
な
る
と
い
う
観
念
は
洲
失
し
、
西
部
の
卑
俗
法
に
お
い
て

は
、
家
内
机
続
人
も
机
続
承
認
に
よ
っ
て
初
め
て
相
続
人
に
な
る
と

さ
れ
た
が
、
相
続
人
に
指
定
さ
れ
た
被
相
続
人
の
奴
隷
だ
け
は
必
然

相
続
人
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
ａ
・
原
田
「
ロ
ー
マ
法
」
（
法
文
⑭
註

（
２
）
所
引
）
、
一
一
一
四
七
頁
、
、
①
温
の
【
》
ロ
ョ
ミ
、
一
目
＆
弓
ロ
ミ
ミ
ロ
ミ
（
法

文
⑳
註
（
３
）
所
引
）
》
の
。
ご
・
［
因
①
【
の
閨
の
、
の
印
の
日
言
］
》
臣
の
【
の
⑫
の
Ｅ
の

①
〔
口
①
、
の
ｍ
の
四
ユ
臣
の
］
》
［
シ
宮
〔
旨
の
【
の
（
の
①
）
言
［
の
＆
白
［
の
］
》
【
画
印
の
【
》
□
自
己
‐

昌
冴
ミ
コ
ミ
ミ
ミ
目
（
法
文
⑳
注
（
３
）
所
引
）
も
．
「
屋
【
四
ｍ
ｇ

□
自
己
冒
冴
書
写
言
冒
ｓ
三
（
法
文
⑮
註
（
２
）
所
引
）
七
・
ｍ
Ｅ
・

（
２
）
曰
台
目
四
・
破
廉
恥
一
目
旨
皀
四
と
は
、
元
来
は
不
名
誉
な
者
に
対
す
る

社
会
的
悪
評
を
意
味
す
る
が
、
す
で
に
共
和
政
期
に
は
、
例
え
ば
、

刑
事
裁
判
に
お
け
る
敗
訴
者
、
賎
業
者
、
良
俗
違
反
者
な
ど
に
対
し

て
、
破
廉
恥
に
基
づ
く
さ
ま
ざ
ま
な
法
的
不
利
益
が
監
察
官
や
法
務

官
な
ど
に
よ
っ
て
課
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
（
例
え
ば
、
他
人
の
た

め
に
訴
訟
の
Ⅲ
立
を
す
る
こ
と
、
他
人
の
訴
訟
代
理
人
と
な
る
こ

と
、
他
人
を
川
ら
の
訴
訟
代
叫
人
と
す
る
こ
と
、
後
見
人
と
な
る
こ

と
、
元
老
院
議
以
に
な
る
こ
と
、
な
ど
が
禁
止
さ
れ
た
）
。
ユ
ー
ス

テ
ィ
ー
ニ
ア
ー
ヌ
ス
帝
は
、
破
廉
恥
に
関
す
る
規
定
を
統
一
し
、
俳

優
・
剣
闘
ｔ
な
ど
の
不
名
誉
な
職
業
に
就
い
て
い
る
渚
、
刑
鞭
裁
判

や
不
法
行
為
訴
訟
に
お
け
る
敗
訴
者
、
信
義
を
基
礎
と
す
る
法
律
関

係
に
雄
づ
く
訴
訟
に
お
け
る
敗
訴
肴
、
破
産
肴
、
判
決
不
腹
行
行
、

不
名
誉
な
理
由
に
基
づ
く
除
隊
者
、
な
ど
を
破
廉
恥
者
と
し
て
、
前

述
の
よ
う
な
法
的
不
利
益
を
課
す
べ
き
も
の
と
し
た
。
ａ
・
原
川

「
ロ
ー
マ
法
」
（
法
文
⑭
註
（
２
）
所
引
）
、
五
九
～
六
○
頁
、
因
円
‐
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、
の
Ｈ
》
雪
Ｑ
ａ
ｇ
＆
号
ロ
ミ
ご
ミ
ミ
（
法
文
⑳
註
（
３
）
所
列
）
》
の
．
ぐ
・

［
百
面
白
邑
］
。

⑦
①
ｇ
ｏ
ヰ
の
目
の
》
＆
す
」
・
は
、
こ
こ
で
の
破
廉
恥
を
、
（
破
産
に
よ

る
）
財
産
売
却
ぐ
の
己
葺
○
つ
目
○
日
曰
に
よ
る
も
の
と
解
す
る
が
、

【
山
の
①
【
』
自
己
言
冴
言
専
言
『
鳶
三
目
（
法
文
⑮
註
（
２
）
所
引
）
も
．

、
七
・
二
・
］
○
は
、
破
廉
恥
が
遣
一
一
一
一
ｍ
者
の
債
務
超
過
に
基
因
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
く
、
遺
一
一
一
一
Ｍ
肴
の
川
父
異
杜
の
兄
弟
姉
妹
（
本
法
文
の

目
の
Ｂ
Ｈ
①
〔
＆
・
参
照
）
に
対
し
て
、
遺
一
一
一
一
口
者
の
か
つ
て
の
奴
隷
で

あ
っ
た
相
続
人
か
ら
相
続
財
産
を
取
り
ｌ
げ
る
権
利
を
認
め
る
た
め

に
、
破
廉
恥
［
概
念
］
の
残
倖
が
そ
の
手
が
か
り
と
し
て
川
い
ら
れ

て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
。

（
３
）
本
箇
所
に
お
け
る
日
画
目
色
と
本
法
文
註
（
２
）
に
お
け
る
曰
註
‐

己
四
と
の
異
同
が
問
題
と
な
る
。
の
Ｃ
＆
Ｃ
可
の
目
の
）
＆
ず
」
・
は
、
本
箇

所
で
は
奴
隷
が
相
続
人
に
指
定
さ
れ
て
解
放
さ
れ
た
後
に
忘
恩
行
為

を
働
い
た
場
合
が
想
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
説
と
、
特
に
忘
恩
行
為

を
働
い
た
わ
け
で
は
な
い
に
し
て
も
か
つ
て
の
奴
隷
が
現
在
は
遺
言

者
の
相
続
人
と
な
っ
て
財
産
を
取
得
し
て
い
る
こ
と
向
体
が
遺
言
者

の
兄
弟
姉
妹
に
対
し
て
破
廉
恥
の
状
態
に
あ
る
と
す
る
税
を
紹
介

し
、
彼
自
身
は
後
者
の
説
に
賛
成
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も

本
法
文
註
（
２
）
に
お
け
る
破
廉
恥
と
は
別
の
内
容
を
想
定
し
て
い

る
こ
と
に
な
る
。
蚕
の
囚
は
、
本
法
文
註
（
２
）
で
紹
介
し
た
よ
う

に
、
両
者
の
異
同
を
問
題
に
す
る
こ
と
な
く
、
本
法
文
で
は
破
廉
恥

［
概
念
］
の
残
津
が
利
川
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
解
す
る
。
な

お
、
の
。
〔
ロ
・
言
自
の
》
煙
二
」
・
も
、
【
四
の
円
ら
自
己
ミ
房
ミ
コ
ミ
鳶
曼

テ
ォ
ド
シ
ウ
ス
法
典
（
Ｏ
Ｃ
ｑ
の
×
日
ロ
の
ａ
・
の
国
目
の
）
（
一
八
）
（
後
藤
）

口
（
法
文
⑮
註
（
２
）
所
引
）
も
．
］
二
二
・
ｇ
も
、
本
法
文
の
内
容
は

不
明
瞭
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

（
４
）
四
ｓ
・
日
◎
弓
一
○
の
一
．
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
法
文
⑳
註
（
３
）
参
照
。

（
５
）
白
日
言
Ｑ
Ｐ
汚
辱
日
日
言
二
○
と
は
、
職
業
、
不
道
徳
な
行
為
、
不

適
切
な
行
為
の
ゆ
え
に
「
卑
し
い
肴
自
己
の
ロ
①
扇
。
Ｂ
」
と
さ
れ
た

者
が
、
法
律
上
の
日
厳
旦
四
と
は
さ
れ
な
い
も
の
の
事
実
化
の
日
註
‐

旦
四
と
さ
れ
て
法
的
不
利
益
を
受
け
る
場
合
を
指
し
、
註
釈
学
派

は
、
法
の
破
廉
恥
白
厳
三
四
言
厨
と
対
比
し
て
事
実
の
破
廉
恥
一
畠
‐

目
四
註
昌
と
呼
ん
だ
と
さ
れ
る
。
ｑ
・
原
川
「
ロ
ー
マ
法
」
（
法
文
⑭

註
（
２
）
所
引
）
、
六
○
～
六
一
頁
、
園
①
田
の
【
》
同
旨
Ｇ
ａ
ｇ
＆
胃
亘
、
‐

言
ミ
ミ
（
法
文
⑳
註
（
３
）
所
引
）
》
⑫
。
『
・
［
日
巨
ｅ
ご
ｓ
］
。
な
お
、
法

文
⑳
註
（
４
）
も
参
照
。

（
６
）
の
Ｃ
ｓ
○
吋
の
目
印
》
＆
ず
」
・
は
、
遺
言
者
の
私
生
児
が
相
続
人
に
指
定

さ
れ
た
場
合
を
想
定
し
て
い
る
。

（
７
）
の
弓
の
ａ
目
・
に
従
え
ば
、
本
勅
法
は
一
一
一
一
一
一
二
年
に
コ
ロ
ー
ニ
ァ
・

ア
グ
リ
ッ
ピ
ー
ナ
（
現
ケ
ル
ン
）
で
付
与
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
が
、

コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ヌ
ス
帝
は
そ
の
年
に
は
マ
ー
ル
キ
ア
ー
ノ
ポ

リ
ス
か
コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ノ
ポ
リ
ス
に
滞
在
し
て
い
た
と
さ
れ

る
の
で
、
付
与
地
と
付
与
年
の
関
係
が
問
題
に
な
る
。
の
○
三
９

可
の
ｓ
の
》
且
可
」
・
は
、
付
与
年
を
⑫
ｇ
ｍ
ａ
目
Ｃ
巡
り
一
一
一
一
一
一
二
年
と
し
た

う
え
で
、
付
与
地
を
コ
ロ
ー
ニ
ア
・
ア
グ
リ
ッ
ピ
ー
ナ
で
は
な
く
、

コ
ロ
ー
ニ
ア
・
ア
ド
リ
ミ
テ
ィ
ー
ナ
（
ビ
ュ
ー
ザ
ー
ケ
ー
ナ
州
の
首

都
ハ
ド
ル
メ
ト
ゥ
ム
を
指
す
）
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
（
た
だ

し
、
の
。
ご
◎
可
①
Ｓ
ｍ
の
理
解
に
お
い
て
も
、
皇
帝
滞
在
地
と
勅
法
付
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⑩
節
Ⅲ
巻
第
一
○
章
第
一
法
文

忘
恩
の
解
放
奴
隷
に
対
し
て
、
法
は
以
下
の
よ
う
に
立
ち
は
だ
か

る
。
す
な
わ
ち
、
何
ら
か
の
う
ぬ
ぼ
れ
や
頑
迷
さ
か
ら
不
遜
に
な
っ
⑳
第
Ⅲ
巻
第
八
章
第
八
法
文

（
１
）

〈
一
旦
示
す
〉
。

コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ヌ
ス
帝
が
ビ
ュ
ー
ザ
ー
ケ
ー
ナ
州
会
議
に

法
政
史
学
第
七
十
号

与
地
と
の
馴
鶴
が
問
題
と
な
ろ
う
）
。
他
方
、
の
①
の
景
記
侭
田
§
も
。

］
詔
は
、
テ
オ
ド
シ
ウ
ス
法
典
に
お
い
て
は
皇
帝
名
や
コ
ー
ン
ス
ル

名
よ
り
も
日
付
や
地
名
の
ほ
う
が
信
頼
が
置
け
る
と
述
べ
て
、
の
ｇ
‐

、
Ｒ
一
目
・
に
お
け
る
コ
ー
ン
ス
ル
名
が
「
改
ざ
ん
」
さ
れ
て
い
る
可

能
性
が
き
わ
め
て
高
い
と
し
、
コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ヌ
ス
帝
は
三

一
三
年
夏
に
フ
ラ
ン
ク
族
と
下
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ア
で
戦
っ
た
際
に
そ
の

首
都
コ
ロ
ー
ニ
ァ
・
ア
グ
リ
ッ
ピ
ー
ナ
を
訪
れ
た
に
違
い
な
く
、
何

帝
が
七
月
に
そ
の
地
に
滞
在
し
え
た
の
は
三
一
一
一
一
年
の
み
で
あ
る
と

し
て
、
本
来
は
一
一
二
三
年
の
七
月
に
付
与
さ
れ
た
も
の
と
解
す
る
。

【
四
の
⑦
Ｒ
》
Ｃ
Ｂ
ａ
ミ
雪
盲
。
、
言
鳶
ｓ
二
円
（
法
文
⑮
註
（
２
）
所
引
）
も
．

］
②
①
白
・
巴
》
Ｐ
］
四
Ｐ
。
．
『
》
□
・
巴
「
・
ロ
・
医
も
、
一
一
一
一
三
年
説
を
採
る
。

二
．
日
日
の
①
Ｐ
＆
ず
」
・
は
、
三
一
一
一
二
年
に
は
コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ヌ

ス
帝
は
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ァ
に
は
滞
在
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
付
与
地
か

日
付
が
誤
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
、
と
述
べ
る
に
と
ど
ま
る
。

た
り
、
軽
微
な
侮
辱
の
科
を
犯
し
た
と
き
は
、
彼
ら
は
、
解
放
主
に

よ
っ
て
両
ぴ
そ
の
支
配
と
権
力
の
も
と
へ
と
投
ぜ
ら
れ
る
べ
き
で

（
２
）

あ
る
。

パ
ヵ
テ
ィ
ァ
ー
ヌ
ス
と
ヒ
ラ
リ
ア
ー
ヌ
ス
が
コ
ー
ン
ス
ル
の
年
の

（
３
）

七
月
一
一
七
日
コ
ロ
ー
ニ
ァ
・
ア
グ
リ
ッ
ピ
ー
ナ
で
付
与
す
。

（
１
）
本
法
文
と
法
文
⑩
は
、
言
＆
已
○
と
の
弓
の
ａ
已
○
の
何
一
性
か

ら
本
来
は
同
じ
勅
法
を
構
成
し
て
い
た
と
さ
れ
る
が
、
⑦
Ｃ
ｓ
＆
①
目
の

は
、
本
法
文
で
は
忘
恩
の
解
放
奴
隷
が
扱
わ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、

法
文
⑩
で
は
解
放
奴
隷
一
般
が
扱
わ
れ
て
い
る
と
す
る
。
ａ
・
の
Ｃ
Ｓ
Ｃ
‐

可
①
□
巨
の
》
四
□
四
・
』
①
。
Ｐ

（
２
）
の
Ｃ
ｓ
・
可
①
ｓ
の
『
＆
ず
」
・
に
よ
れ
ば
、
ロ
ー
マ
市
民
と
な
っ
た
解
放

奴
隷
が
忘
恩
行
為
を
働
い
た
と
き
は
ユ
ー
ニ
ウ
ス
・
ラ
テ
ン
人
の
地

位
に
降
格
さ
れ
て
い
た
が
、
コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ヌ
ス
帝
は
、
本

勅
法
に
よ
っ
て
、
忘
恩
の
解
放
奴
隷
は
す
べ
て
奴
隷
の
地
位
に
戻
さ

れ
る
こ
と
を
定
め
た
と
さ
れ
る
。
な
お
、
蚕
の
①
『
・
Ｄ
Ｂ
ご
言
冒
言

。
、
言
意
ミ
ニ
閂
（
法
文
⑮
註
（
２
）
所
引
）
も
．
』
＄
・
ロ
。
ｍ
も
参
照
。

（
３
）
の
ｇ
の
ａ
ｇ
ｏ
に
お
け
る
付
与
地
と
付
与
年
に
つ
い
て
は
、
法
文
⑪

註
（
７
）
参
照
。
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⑱
第
五
巻
第
一
七
章
第
一
法
文

（
１
）

［
．
：
ｊ
ｂ
し
も
、
自
由
身
分
の
主
張
］
と
抗
弁
が
開
始
さ
れ
［
た
の

ち
に
］
、
別
の
者
が
、
法
廷
に
呼
び
出
さ
れ
る
こ
と
を
請
求
し
て
き

た
と
き
に
は
、
回
由
身
分
の
主
張
と
抗
弁
は
す
べ
て
の
〈
訴
訟
当

事
〉
者
の
あ
い
だ
で
開
始
さ
れ
る
べ
き
で
は
あ
る
が
、
〈
法
廷
に
呼

び
出
さ
れ
る
こ
と
を
請
求
し
た
杵
〉
ｎ
身
は
、
請
求
し
て
い
る
人
数

分
の
奴
隷
を
〈
｜
Ⅱ
一
〉
国
庫
に
差
し
出
す
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ

る
。
他
方
、
も
し
も
、
向
山
身
分
の
、
壬
張
者
が
敗
れ
た
と
き
に
は
、

前
述
の
科
料
を
引
き
受
け
る
か
、
も
し
く
は
、
困
窮
ゆ
え
に
そ
れ
を

遂
行
で
き
な
い
な
ら
ば
鉱
山
に
送
ら
れ
る
べ
し
。
自
由
身
分
訴
訟
が

（
２
）

お
こ
な
わ
れ
る
と
き
に
は
、
未
成
年
者
の
保
護
者
に
関
し
て
ｊ
ｂ
同
じ

規
則
が
遵
守
さ
れ
る
べ
き
こ
と
。
後
略
。

バ
カ
テ
ィ
ア
ー
ヌ
ス
と
ヒ
ラ
リ
ア
ー
ヌ
ス
が
コ
ー
ン
ス
ル
の
年
の

一
○
Ⅱ
二
六
日
コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ノ
ポ
リ
ス
で
付
与
す
。

（
１
）
＆
の
①
己
Ｐ
法
文
⑪
証
（
１
）
を
参
照
。

（
２
）
□
①
庁
口
の
①
『
白
Ｓ
・
日
日
・
法
文
⑮
お
よ
び
法
文
⑱
註
（
５
）
を
参
照
。

■

テ
オ
ド
シ
ウ
ス
法
典
（
Ｃ
ａ
関
日
ロ
の
ｏ
９
Ｃ
印
一
目
こ
の
）
（
一
八
）
（
後
藤
）

コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ヌ
ス
帝
が
地
方
住
民
に
〈
宣
示
す
〉
。

何
ぴ
と
の
も
と
で
あ
れ
、
他
者
の
権
利
に
属
す
る
コ
ロ
ー
ヌ
ス
が

発
見
さ
れ
た
と
き
に
は
、
そ
の
者
は
同
人
Ｔ
コ
ロ
ー
ヌ
ス
）
を
そ

（
１
）

の
原
籍
地
に
返
す
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
間
の
同
人
に
対
す
る
カ
ビ

〈
リ
ニ

タ
ー
テ
ィ
オ
税
を
も
引
き
受
け
る
べ
し
。

川
ま
た
、
逃
亡
を
も
く
ろ
む
コ
ロ
ー
ヌ
ス
た
ち
ｎ
身
は
、
鉄
伽

で
奴
隷
の
状
態
へ
と
縛
り
つ
け
ら
れ
る
の
が
適
切
で
あ
る
。
そ
れ
は

彼
ら
に
、
ｎ
川
人
に
机
応
し
き
責
務
を
、
奴
隷
状
態
の
宣
併
と
い
う

当
然
の
報
い
に
よ
り
果
た
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
。

バ
カ
テ
ィ
ア
ー
ヌ
ス
と
ヒ
ラ
リ
ア
ー
ヌ
ス
が
コ
ー
ン
ス
ル
の
年
の

一
○
月
三
○
日
に
付
与
す
。

（
１
）
Ｃ
員
Ｐ
法
文
⑱
註
（
２
）
で
は
。
長
。
に
つ
い
て
、
目
曰
凹
と
い
う

語
と
の
対
比
に
お
い
て
、
「
テ
オ
ド
シ
ウ
ス
法
典
に
伝
え
ら
れ
る
勅

法
に
お
い
て
Ｃ
１
ｍ
Ｃ
は
特
定
の
性
比
階
胴
（
柴
川
）
の
州
ｎ
を
示
す

よ
う
に
な
り
、
都
巾
所
楓
が
川
越
と
な
る
場
へ
Ⅱ
は
専
ら
日
日
四
が
Ⅲ

い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
述
べ
た
。
だ
が
、
本
法
文
に
お
け
る

Ｃ
呂
○
は
明
ら
か
に
、
課
税
唯
礎
介
定
時
に
コ
ロ
ー
ヌ
ス
が
所
属
し

て
い
た
課
税
単
位
（
都
市
や
村
落
、
所
領
な
ど
）
、
す
な
わ
ち
原
籍

地
を
指
し
て
い
る
。
帝
政
後
期
に
お
け
る
課
税
基
礎
査
定
に
つ
い
て

は
法
文
⑳
註
（
皿
）
を
参
照
。
ま
た
、
農
業
労
働
力
が
財
政
的
見
地

か
ら
原
籍
地
に
緊
縛
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
つ
い
て
は
、
法
文
⑯
註

八
七
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ダ
ル
マ
テ
ィ
ウ
ス
と
ゼ
ノ
フ
ィ
ー
ル
ス
が
コ
ー
ン
ス
ル
の
年
の
四

月
一
八
日
コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ノ
ポ
リ
ス
で
付
与
す
。

き
で
あ
る
。

（
－
）

（
同
［
Ⅱ
コ
ー
ン
ス
々
／
ン
テ
ィ
ー
ヌ
ス
］
帝
が
フ
ェ
ー
リ
ー
ク
ス

に
）
〈
宣
示
す
〉
。

（
２
）

（
３
）

、
水
借
地
が
、
後
見
人
や
保
佐
人
の
怠
慢
な
い
－
」
背
信
に
よ
っ
て
、

没
収
と
い
う
屈
辱
の
も
と
で
未
成
年
者
の
財
産
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ

た
の
で
あ
る
か
ら
、
以
下
の
よ
う
に
決
す
る
。
す
な
わ
ち
、
後
見
人

な
い
し
保
佐
人
は
、
彼
ら
の
職
務
の
間
に
未
成
年
者
の
、
水
借
地
が
没

（
４
）

収
と
い
う
恥
辱
に
よ
っ
て
〈
、
水
借
権
と
い
う
〉
特
権
を
失
っ
た
と
き

に
は
、
懲
罰
の
威
嚇
の
も
と
に
、
そ
の
物
が
伽
し
え
た
こ
と
が
明
ら

か
に
な
る
で
あ
ろ
う
額
を
自
己
の
財
産
か
ら
未
成
年
者
に
返
還
す
べ

⑯
第
三
巻
第
三
○
章
第
五
法
文

年

（
４
）
も
参
照
。

（
２
）
８
口
ロ
［
Ｓ
・
法
文
⑥
註
（
１
）
参
照
。

法
政
史
学
第
七
十
号

（
附
記
）
今
回
の
担
当
者
は
、
大
清
水
裕
、
後
藤
篤
子
、
芹
澤
悟
、

旧
中
創
、
林
信
夫
、
樋
脇
博
敏
で
あ
る
。

（
１
）
房
一
員
・
こ
の
人
物
に
つ
い
て
は
、
法
文
⑳
註
（
１
）
参
照
。

（
２
）
己
・
叩
の
①
の
切
言
の
の
一
三
の
①
ご
貧
の
己
・
一
・
永
併
権
の
日
已
胃
二
ｍ
に
つ
い

て
は
、
法
文
⑪
註
（
３
）
参
照
。

（
３
）
の
。
＆
○
吋
①
Ｓ
ｍ
》
＆
四
・
］
①
・
四
は
、
後
見
人
や
保
佐
人
が
借
料
の
支
払

い
を
怠
っ
た
こ
と
が
怠
慢
な
い
し
背
信
に
あ
た
る
と
解
し
て
い
る
。

（
４
）
永
惜
権
は
、
耕
作
義
務
や
借
料
支
払
い
義
務
と
引
き
換
え
に
、
他

人
の
土
地
を
完
全
に
利
用
し
う
る
物
権
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
机
統

や
譲
渡
も
可
能
で
あ
っ
て
、
所
有
権
に
類
似
し
た
性
格
を
有
し
て
い

た
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
特
権
ロ
日
の
円
○
ｍ
ｇ
言
」
と
い
う
表
現
が
な
さ
れ
た

も
の
と
思
わ
れ
る
Ｃ
ａ
・
因
の
循
①
【
》
同
苫
Ｑ
ａ
８
＆
弓
ロ
ミ
ご
ミ
ミ
（
法
文

⑳
註
（
３
）
所
引
）
》
の
・
ぐ
・
［
向
日
已
再
の
三
ｍ
］
》
函
①
臣
白
目
巳
の
⑦
、
三
》
の
．

ぐ
・
［
向
日
已
冒
２
ｍ
］
の
］
．

八
八

（
未
完
）
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